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福島県立医科大学看護学部 

アドミッションポリシー 

 

 

 
 

 本学部では、看護学を志向し、熱意をもって主体的に学ぼうとする人を求めています。  

 

 １ 人 間 の 尊 重：人間への関心をもち、「いのち」と「健康」を積極的に守ろうとする人 

 

 ２ 豊かな創造力：ものごとを多面的に理解し、探求心に富む人 

 

  ３ 生 き る 力：生活体験から学び、自分の力を見出せる人 

 

  ４ ケアのこころ：対人関係を通して、ともに成長することができる人 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



看護学部学生募集要項 

 

 

１ 募集人員 
 

 学部・学科 試 験 区 分 募 集 人 員  

   
 

看護学部 

看護学科 

推   薦   入   試 ３０名  

社  会  人  入  試  ４名 

中 国 引 揚 者 等 子 女 入 試 若干名 
 

※ 私費外国人留学生入試については、別冊子で公表します。 

 

 

２ 出願資格 
 

 
※「平成24年度大学入試センター試験」を受験しなくても出願できます。  

  

（１）推薦入試 

 

 

福島県立医科大学看護学部推薦入試 

アドミッションポリシー 

 

県内各高等学校長の推薦を受けて看護学部に入学を希望される場合、以下のよう

な人を求めています。 

１ 福島県内の高等学校を平成24年３月に卒業見込の者、又は平成23年３月に卒

業した者 

２ 看護に対し強い意欲と目的を持ち、地域の人々やスタッフと力を合わせ住民

の健康回復や維持・増進を図ろうとする者 

３ 高校生活全般を通じ、特に優れた成績や実績を有し、他の模範となり、人格

的に優れて、県内医療を担うという強い情熱と意欲を有する者 

 

 

   福島県内に所在する高等学校を平成24年３月卒業見込みの者、又は平成23年３月

に卒業した者で、次の要件を満たし、高等学校長が責任をもって推薦できる者（注

１）。 

   なお、高等学校長が推薦できる人数は、１高等学校について３名までとします。 



  ① 心身ともに健康で、本学看護学部において看護学を学ぶ熱意と適性を有する者  

  ② 合格した場合、入学することを確約できる者 

  （注１） 平成24年度入学試験においては、東日本大震災に伴う特例措置を設けま

す。 

       平成23年３月11日に発生した東日本大震災に被災したことに伴い、被災

時に在籍していた高等学校に通学することが困難になり、やむを得ず県内

の高等学校に転校した者については、現在在籍している高等学校の推薦枠

に加えて推薦できるものとします。 

       また、震災後に県外の高等学校へ転校した者については、在籍している

県外高等学校から推薦できるものとします。 

 

（２）社会人入試 

   次の各号に掲げる要件の全てを満たす者 

  ① 平成24年４月１日現在において満23歳以上で、社会人として３年以上の職務経 

験を有する者 

    なお、職務経験には家業従事期間を含みます。 

        ただし、夜間定時制、通信制以外の学校に在籍していた期間は、社会人経歴に 

含めません。 

   ②  入学後は看護学を修め、卒業後は看護の分野に就業する意志を有する者  

③  以下のいずれかに該当する者 

     (ｱ)  高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者 

     (ｲ) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

    (ｳ) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条第１号から第５号

の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者 

    (ｴ) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条第７号の規定によ

り、本学が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者（本学

の個別入学資格審査に関する申請方法等については、「６ 本学の個別入学

資格審査」を参照してください｡) 

 

 

 

３ 入学者選抜方法 

  入学者の選抜は、小論文(英文・科学的資料の読解を含む)、面接及び志願理由書等

出願書類の審査結果を総合して行います。 

  なお、大学入試センター試験は課しません。 

 



（１）個別学力検査科目及び配点 

科目名 小論文Ⅰ 小論文Ⅱ 
 

計         

配点 １００点 ２００点 
      

３００点          

  （注）学力検査合計点数が合格者学力最低点を上回っていても面接試験結果によっ

ては不合格になる場合があります。 

 

 （２）試験日程 
 

  試験区分  試 験 期 日      試 験 時 間 

推 薦 入 試  

 

社 会 人 入 試 

 

 

 

 平成23年11月26日（土）  

 試験場開場   8:30 

 受験者集合着席 9:15 

 小論文Ⅰ    9:30～10:30（60分）  

 小論文Ⅱ    11:00～12:00（60分） 

 面 接   13:00～17:00（予定） 

 

 （３）健康診断 

    健康診断は、書類審査又は面接の結果、必要があると認めた者について実施し

ます。 

 （４）試験会場 

    福島県立医科大学 ８号館 

所在地：福島市光が丘1番地 

 （５）受験上の注意事項 

  ① 試験当日の注意事項 

   ア 試験に関する諸注意を行うため、９時15分までに、各自指定された試験室に

入室し、着席してください。 

   イ 遅刻した場合は、試験開始後20分以内に限り受験を認めます。ただし、試験

時間の延長は認めないので、注意してください。 

   ウ 小論文及び面接のいずれか一つでも受験しなかった者は、入学者選抜の対象

から除外します。 

   エ 試験場へ入場する際は「受験票」を係員に提示してください。  

      また、試験場入り口に掲示してある注意・連絡事項等を確認してください。  

   オ 試験当日、受験票を忘れた者は、速やかに係員に申し出てください。  

   カ 試験室への計算器具・定規・コンパス・分度器等（計算機能を備えた時計、

定規の機能を備えた鉛筆等）の持込みは一切認めません。 

また、公正な試験実施のため、試験室において携帯電話等をお預かりします。

試験実施中に携帯電話等を持っている等のことが判明した場合、その他不正行

為の恐れがあると判断された場合には失格となります。 

キ 試験場周辺では、昼食等の販売はしていないので、予め各自用意してくださ

い。 



   ク 上履きは準備する必要はありません。 

   ② 試験中の注意事項 

   ア 試験中は、ＨＢの黒鉛筆（又はシャープペンシル）、消しゴム、鉛筆削り（電

動でないもの）、時計（計時機能のみのもの）に限り使用を認めます。  

   イ 耳栓は、試験監督者の指示が聞き取れないので、使用しないでください。  

    ウ 試験途中での退席は認めません。 

    エ 試験中不正行為をした者又は試験監督員等の指示に従わない者には退室を命

じ、試験結果は全て無効とします。 

 

 

４ 出願手続 

（１）出願先 

   〒960-1295 福島市光が丘1番地 

   福島県立医科大学学生課入試係（福島県立医科大学１号館２階） 

   ＴＥＬ 024-547-1093 

（２）出願期間 

   平成23年11月１日（火）～平成23年11月８日（火）必着 

① 郵送による場合は、書留速達扱いとし、11月８日（火）必着とします。（期限を

過ぎたものは受理しません。）   

 ② 持参による場合、11月８日（火）午後５時までとします。 

受付時間は出願期間の午前９時から午後５時までとします。（土曜日、日曜日、

祝日は除きます。） 

（３）出願についての注意事項 

① 出願書類は推薦入試、社会人入試でそれぞれ別になっているので間違わないよ

うに注意してください。 

  ② 推薦入試の出願は、高等学校長が行ってください。 

  ③ 国公立大学（※独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除く。以下

同じ。）の推薦入試（大学入試センター試験を課す場合、課さない場合を含めて）

への出願は、1つの大学・学部に限られているので、出願の際は注意してくださ

い。 

   ※公立大学協会ホームページ（http://kodaikyo.org/nyushi)参照 

  ④ 推薦入試の志願者は、通常の個別学力検査等について、分離分割の前期日程・

後期日程または公立大学中期日程の併願について、それぞれ１つずつ、合計３つ

までの大学・学部を選んで出願することができます。 

  ⑤ 出願書類等は一括して提出してください。 

  ⑥ 出願後には、出願事項の変更は認めません。ただし、氏名、住所、電話番号に

変更があった場合には、出願先まで連絡してください。 

  ⑦ 受験票は、出願書類等の受付を完了した後に、受験番号を記入し返送します。



ただし、書類等が不備の場合は完備するまで受験票を返送しません。 

  ⑧ 11月18日（金）までに、受験票が返送されない場合は、出願先に確認してくだ

さい。    

⑨ 出願書類等に虚偽の記載があった場合、又は内容に相違があることが判明した

場合は、入学後であっても入学許可を取り消すことがあります。 

   ⑩ 入学者選抜の結果に関して電話等による問い合わせには、一切応じません。 

   ⑪ 一旦受理した出願書類及び入学検定料は返還しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）出願書類 

   ① 推薦入試 

   次の書類等を本要項に添付されている所定封筒に一括して入れて高等学校長が

提出してください。 
 
    
  書 類 等         作 成 方 法  

 Ａ   入学願書  

（推薦入試) 

本要項に添付されている用紙に、記入上の注意事項を参照し

て、記入してください。  

 Ｂ   受験票    本要項に添付されている用紙に、必要事項を記入して、写真  

 （正面上半身、脱帽、背景なし、縦4㎝×横3㎝、出願前3か月  

 以内に単身撮影したもの）の裏面に氏名を記入し、それぞれ定  

 められた枠内に、はがれないよう全面にのり付けして貼付して  

 ください。  

 Ｃ   写真票  

 －   検定料払込  

 証明書  

 

検定料  

17,000円  

  検定料を郵便局窓口で払込の後、受領した「郵便振替払込受  

 付証明書（お客さま用）」をＡ票（入学願書）の所定欄に貼付  

 してください。  

  なお、払込手数料は、出願者の負担となります。  

 －   調査書    出身高等学校長が文部科学省所定の様式により作成し、厳封  

 したものを提出してください。  

 Ｄ   推薦書    本要項に添付されている用紙により出身高等学校長が作成  

 し、厳封したものを提出してください。  

 Ｅ   志願理由書    本要項に添付されている用紙により志願理由等各項目につい  

 て志願者が自筆で記入したものを提出してください。  

 Ｆ   受験票送付  

 用封筒  

  本学所定の封筒に住所、氏名及び郵便番号を明記し、350円  

 分の切手を貼付してください。  

 Ｇ   住所カード  

      

  本学所定の用紙に住所、氏名及び郵便番号を明記してくださ  

 い。（合格通知書送付用）  

 －   出願用封筒    本学所定の封筒に住所、氏名及び郵便番号を明記し、「書留  

 速達郵便」扱いにて送付してください。  

   高等学校でまとめて提出する場合にも、志願者ごとに封筒に  

 入れてください。  

 

  （注）平成23年３月11日に発生した東日本大震災により損害を受けた者で、経済的理

由により入学検定料の納入が困難であると認められる者は、入学検定料の免除又

は猶予を受けることができます。下記の日程まで、本学へ申し出て、協議してく

ださい。 



    ①協議の時期 平成23年10月21日（金）まで 

    ②連絡先   〒960-1295 福島市光が丘1番地 

福島県立医科大学学生課入試係 

           電話番号 024-547-1093 

 

② 社会人入試 

  次の書類等を本要項に添付されている所定の封筒に一括して入れて提出してくだ

さい。 
 

  書 類 等         作 成 方 法  

 Ａ   入学願書  

(社会人入試 ) 

  本要項に添付されている用紙に、裏面の記入上の注意事項を  

 参照して、記入してください。  

 Ｂ   受験票    本要項に添付されている用紙に、必要事項を記入して、写真  

 （正面上半身、脱帽、背景なし、縦4㎝×横3㎝、出願前3か月  

 以内に単身撮影したもの）の裏面に氏名を記入し、それぞれ定  

 められた枠内に、はがれないよう全面にのり付けして貼付して  

 ください。  

 Ｃ   写真票  

 －   検定料払込  

 証明書  

 

検定料  

17,000円  

  検定料を郵便局窓口で払込の後、受領した「郵便振替払込受  

 付証明書（お客さま用）」をＡ票（入学願書）の所定欄に貼付  

 してください。  

  なお、払込手数料は、出願者の負担となります。  

 

 

 

 

 －  

 

 

 

 

 調査書等  

 ア 出身高等学校長が作成し、厳封したものとします。  

 イ 廃校、被災その他の事情により出身学校長の調査書を提出  

  できない者は、その理由を詳記し、卒業証明書、成績通信簿  

  その他の提出できる書類をもって代えることができます。  

 ウ 高等学校卒業程度認定試験合格者あるいは大学入学資格検  

  定合格者は当該試験の合格成績証明書を提出してください。  

   ただし、高等学校等において科目を修得したことにより受  

  験科目を免除された場合は、その免除された科目について高  

  等学校等の調査書又は成績証明書等を添えてください。  

 －   入学資格に  

 関する認定  

 書の写し  

  本学の個別入学資格審査を申請して認定された志願者は、認  

 定書の写しを提出してください。  

 Ｅ   志願理由書    本要項に添付されている用紙により志願理由等各項目につい  

 て志願者が自筆で記入したものを提出してください。  

 Ｆ   受験票送付  

 用封筒  

  本学所定の封筒に住所、氏名及び郵便番号を明記し、350円  

 分の切手を貼付してください。  

   



  Ｇ   住所カード  

      

  本学所定の用紙に住所、氏名及び郵便番号を明記してくださ  

 い。（合格通知書送付用）  

 

 －   出願用封筒    本学所定の封筒に住所、氏名及び郵便番号を明記し、「書留  

 速達郵便」扱いにて送付してください。  

  （注）平成23年３月11日に発生した東日本大震災により損害を受けた者で、経済的理

由により入学検定料の納入が困難であると認められる者は、入学検定料の免除又

は猶予を受けることができます。下記の日程まで、本学へ申し出て、協議してく

ださい。 

    ①協議の時期 平成23年10月21日（金）まで 

    ②連絡先   〒960-1295 福島市光が丘1番地 

福島県立医科大学学生課入試係 

           電話番号 024-547-1093 

 

５  健康上に問題のある入学志願者の事前協議         

  障がいや慢性疾患等を持つ入学志願者で、受験又は修学上特別な配慮を必要とする

者は、あらかじめ本学に申し出て、必要な場合には協議してください。  

（１）協議の時期  平成23年10月21日（金）まで 

（２）協議の方法 

  ① 協議申請書（特に様式に定めはありません。）に、健康診断書等必要書類を添

付して提出してください。 

  ② 必要に応じ、本学において志願者又はその立場を代弁できる出身学校関係者等

との面談等を行います。 

（３）連 絡 先  〒960-1295 福島市光が丘１番地  

           福島県立医科大学学生課入試係 

           電話 024-547-1093    ＦＡＸ 024-547-1989 

 

６ 本学の個別入学資格審査 

  本学看護学部の個別入学資格審査を希望する場合は、次により申請してください。 

  本学看護学部の入学資格を有すると認めた場合は、申請者に認定書を発行しますの

  で、本学看護学部入学者選抜試験の出願の際にはこの写しを添付してください。  

（１）提出書類 

  ① 入学資格個別審査申請書（本学所定の様式）  1 部 

  ② 返信用封筒（審査結果通知用）  1 枚 

      （長形３号封筒に住所、氏名を明記し、350円分の切手を貼ったもの）  

 

（２）提出期限と提出先 

  ① 提出期限 

       平成23年10月７日（金）まで 

   ② 提出先及び問い合わせ先 

   〒960-1295 福島市光が丘１番地 

   福島県立医科大学学生課入試係 TEL 024-547-1093（直通）  

 



（３）提出方法 

   書留で郵送するか、又は持参してください。 

（４）入学資格個別審査の方法 

   提出種類により入学資格の有無について個別審査を行い、必要に応じて面談を行

うことがあります。 

 

７ 合格者発表 

（１）日 時   

平成23年12月７日（水）午前10時ごろ 

 ※推薦入試、社会人入試とも同時発表 

（２）発表場所及び方法 

   ① 福島県立医科大学８号館前の掲示板に合格者の受験番号を掲示するほか、合格

者には、合格通知書を速達で郵送します。併せて、推薦した高等学校長には、志

願者の合否を通知します。 

     また、大学のホームページにも掲載します。 

    なお、ホームページの発表は参考情報としてください。 

    福島県立医科大学のホームページのアドレスは次のとおりです。  

     http://www.fmu.ac.jp/       

   ② 入学者選抜の結果に関して電話等による問い合わせには、一切応じません。  

 

８ 入学手続 

（１）入学手続期間 

   平成23年12月12日（月）～平成23年12月16日（金）まで（必着） 

 

（２）入学手続先  

   〒960-1295 福島市光が丘１番地 

   福島県立医科大学学生課看護学部教務係（８号館１階）  

TEL:024-547-1806 

    （注）願書受付場所とは異なる場所なので注意してください。  

 

（３）入学手続の方法 

   ① 入学手続に必要な書類は、合格通知書と一緒に本人宛に郵送します。  

   ② 下記の必要書類等を「書留速達郵便」により郵送又は持参してください。  

    郵送の場合12月16日（金）まで必着。 

    持参の場合は、午前９時から午後５時までとします。 

    詳しくは、合格通知書と一緒に別途通知します。 

     ○入学手続時必要書類等 

    ア 受験票（確認後、本人に返却します。） 

    イ 誓約書 

    ウ 住民票 

           次に記載する「福島県の住民である者」に該当する者のみ提出となります。  

          「福島県の住民である者」に該当しない場合は、提出は不要です。  



       Ａに該当する場合は、本人の住民票を提出してください。 

       Ｂに該当する場合は、本人の住民票に加えて、本人の配偶者又は一親等の

尊属の住民票を提出してください。 

     （注）「福島県の住民である者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。  

       Ａ：入学の日（平成24年４月１日）の１年前から引き続き福島県内に住所を

有する者 

        Ｂ：本人の入学の日（平成24年４月１日）の１年前から、本人の配偶者又は

一親等の尊属が引き続き福島県内に住所を有する者 

   エ 入学料及び後援会費（金融機関口座への払込通知書） 

         後段「９ 初年度納付金」の（１）の金額を、合格通知書と一緒に送付する

所定の様式により指定の金融機関口座へ払込みをしてください。  

（４）注意事項 

   ① 入学手続期間内に入学手続きを完了しない場合は、入学を辞退したものとみな

します。 

  ② 受理した入学手続書類及び入学料は返還しません。 

   ③ 推薦入学の合格者は、他の国公立大学・学部に出願していても受験することが

できません。たとえ受験しても、受験者として取り扱いません。（推薦入学辞退

願いを提出することにより入学辞退を許可された場合を除きます。） 

 

９ 初年度納付金 

（１）入学料及び後援会費（入学手続時に納入してください。）  
 

区    分 入   学   料 後援会費 合     計 

福島県の住民である者 282,000円(平成23年度実績) 100,000円 382,000円(平成23年度実績) 

福島県の住民でない者 564,000円(平成23年度実績) 100,000円 664,000円(平成23年度実績) 

 

（２）授業料 

   ① 年 額  535,800円（参考 平成23年度実績） 

   （注）授業料の改定が行われた場合には、改定時からの新授業料が適用されます。  

    ② 納入方法  上記年額 ２期分納（均等割り）により納入していただきます。 

   （納入期限：４月末日、10月末日。銀行口座引き落とし。） 

（３）その他入学後に要する経費 

   ①  学 生 会 費  7,000 円      

    ②  学生総合補償制度掛金（4年間分一括）   47,000円程度（コース例） 

    ③ テキスト、参考書、実習用品等の購入経費及び実習時の交通費、宿泊費等  

 

 

 

 

 



10 入学試験結果の簡易開示 

  平成24年度入学者選抜試験結果について、受験者本人の申出により閲覧できます。

（１）開示の方法 

    受験者本人が受験票を下記請求窓口へ提示してください。 

（２）開示の内容 

   ・入学願書（調査書を除きます。） 

   ・個別学力検査成績の科目別点数 

   ・面接成績 

   ・合否判定基準 

   ・合否判定結果 

（３）開示の受付期間、受付時間 

    平成24年４月16日（月）から５月15日（火）の午前９時から午後５時までの間。 

   （土曜日、日曜日、祝日を除きます。） 

（４）開示の請求窓口、開示を行う場所 

     福島県立医科大学学生課入試係（１号館２階） 

 


